
第二級海上特殊無線技士試験問題 

 

（１） 

（注） 解答は、答えとして正しいと判断したものを一つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。 

 

 法  規  １２問 

 無線工学  １２問 

 

〔１〕 次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義

である。      内に入れるべき字句を下の番号から

選べ。 

 

    「無線局」とは、無線設備及び       の総体を

いう。ただし、受信のみを目的とするものを含まな

い。 

 

   １ 無線設備の操作を行う者 

   ２ 無線設備の管理を行う者 

   ３ 無線設備の操作の監督を行う者 

   ４ 無線設備を所有する者 

 

 

〔２〕 電波の主搬送波の変調の型式が角度変調で周波数

変調のもの、主搬送波を変調する信号の性質がアナ

ログ信号である単一チャネルのものであって、伝送

情報の型式が電話（音響の放送を含む。）の電波の型

式を表示する記号はどれか。次のうちから選べ。 

 

   １ Ｊ３Ｅ 

   ２ Ａ３Ｅ 

   ３ Ｆ１Ｂ 

   ４ Ｆ３Ｅ 

 

 

 

 

〔３〕 第二級海上特殊無線技士の資格を有する者が、船

舶局の空中線電力５０ワット以下の無線電話の国内

通信のための通信操作を行うことができる周波数の

電波はどれか。次のうちから選べ。 

 

   １ ４７０ＭＨｚ以上 

   ２ ２５,０１０ｋＨｚ以上 

   ３ ４,０００ｋＨｚから２５,０１０ｋＨｚまで 

   ４ １,６０６.５ｋＨｚから４,０００ｋＨｚまで 

 

 

 

 

 

 

 

〔４〕 総務大臣が無線局の免許を取り消すことができる

のは、免許人（包括免許人を除く。）が正当な理由が

ないのに無線局の運用を引き続き何箇月以上休止し

たときか。次のうちから選べ。 

 

   １ ３箇月 

   ２ １箇月 

   ３ ６箇月 

   ４ ２箇月 

 

 

 

 

 

〔５〕 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停

止を命ずることができるのはどの場合か。次のうち

から選べ。 

 

   １ 無線局が免許状に記載された空中線電力の範

囲を超えて運用していると認めるとき。 

   ２ 運用の停止を命じた無線局を運用していると認

めるとき。 

   ３ 無線局の発射する電波が他の無線局の通信に混

信を与えていると認めるとき。 

   ４ 無線局の発射する電波の質が総務省令で定める

ものに適合していないと認めるとき。 

 

 

〔６〕 船舶局の免許状は、掲示を困難とするものを除 

き、どの箇所に掲げておかなければならないか。次

のうちから選べ。  

 

   １ 受信装置のある場所の見やすい箇所 

   ２ 主たる送信装置のある場所の見やすい箇所 

   ３ 航海船橋の適宜な箇所 

   ４ 船内の適宜な箇所 

２４問 １時間        法    規 



第二級海上特殊無線技士試験問題 

 

法    規 

 

（２） 

〔７〕 一般通信方法における無線通信の原則として無線

局運用規則に定める事項に該当しないものはどれか。

次のうちから選べ。 

 

   １ 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤

りを知ったときは、直ちに訂正しなければならな

い。 

   ２ 必要のない無線通信は、これを行ってはならな

い。 

   ３ 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔で

なければならない。 

   ４ 無線通信は、迅速に行うものとし、できる限り

短時間に終わるようにしなければならない。 

 

 

 

〔８〕 無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなけれ

ばならないのはどの場合か。次のうちから選べ。 

 

   １ 工事設計書に記載した空中線を使用できないと

き。 

   ２ 他の無線局の通信に混信を与える虞
おそれ

があると 

    き。 

   ３ 総務大臣の行う無線局の検査のために運用する

とき。 

   ４ 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運

用するとき。 
 

 

 

〔９〕 次の記述は、無線電話通信における遭難呼出しの

方法について述べたものである。無線局運用規則の

規定に照らし、      内に入れるべき字句を下の番

号から選べ。 

 

    遭難呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行

うものとする。 

   (1) メーデー（又は「遭難」）    ３回 

   (2) こちらは            １回 

   (3) 遭難船舶局の呼出名称         ・  

 

   １ １回 

   ２ ２回 

   ３ ３回 

   ４ ３回以下 

 

〔10〕 緊急通信は、どのような場合に行うか。次のうち

から選べ。 

 

   １ 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るお

それがある場合その他緊急の事態が発生した場合 

   ２ 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災等が発生

した場合 

   ３ 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予

防するために必要な場合 

   ４ 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った

場合 

 

 

 

 

 

〔11〕 無線電話通信において、応答に際して直ちに通報

を受信しようとするときに応答事項の次に送信する

略語はどれか。次のうちから選べ。 

 

   １ 送信してください 

   ２ どうぞ 

   ３ 了解 

   ４ ＯＫ 

 

 

 

 

 

 

〔12〕 無線局は、遭難通信等を行う場合を除き、相手局 

を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、

どの電波の周波数を聴守しなければならないか。次

のうちから選べ。 

 

   １ 自局の発射しようとする電波の周波数その他必

要と認める周波数 

   ２ 自局に指定されているすべての電波の周波数 

   ３ 他の既に行われている通信に使用されている電

波の周波数であって、最も感度の良いもの 

   ４ 自局の付近にある無線局において使用している

電波の周波数 


